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事業名 担当課・局・室名

大分の食育推進事業 食品安全・衛生課 2 / 3

生きる力をはぐくむ食育推進事業 体育保健課 3 / 3

施策名：食育を通じた人づくり・地域づくりの推進

ページ



対象

意図

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４(予算)
13,998 13,105 27,461 27,653
3,998 3,105 7,461 7,653

うち一般財源 3,398 3,105 2,478 2,636
10,000 10,000 20,000 20,000

1.00 1.00 2.00 2.00

２２年度 ２３年度 目標値 目標年度

２３年度
最終達成

(２７年度)
96.0 98.0

95.2

99.2%

２１年度 ２３年度

151 288

千円/％ 千円/％

［総合評価］
方向性 現状維持 方向性の判断理由 ＮＰＯ法人等との連携により効率的かつ効果的な事業の実施が可能

改善計画等

・ライフステージに応じた切れ目のない食育推進のため、企業と連携を図り啓発を実施

・県民一人ひとりに浸透させるための積極的な情報発信

・現行の「おおいたＷＡ－ＳＨＯＫＵ運動」は廃止するが、活動は参画団体が継承し、県施策と連携して継続

・食育の対象を若い世代だけでなく、壮年期も含めた事業に再構築

事業の簡素化、実施方法
の見直し（業務の民間委
託など）を図っているか

図っている
（拡大困難）

・食育関係部局や市町村と連携を図りながら、効率的、効果的な事業の実施 総コスト
・「食育人材バンク」に登録者を県民の求めに応じて派遣し、各地域の食育活動の活性化を支援 ／

・「新しい公共」により事業を実施することにより、民間への啓発拡大・定着 成果指標の実績値

［実施方法の効率性］
検証の視点 検証結果 ２３年度までの主な効率化の取組状況 効率性指標 左の計算式

［県が実施する必要性］
検証の視点 検証結果 活動根拠 説明

国・市町村・民間団体と
の役割分担を踏まえ、県
による実施が必要か

ＮＰＯとの
協働が可能

食育基本法
大分県食の安全・安心推進条例

大分県食育推進計画

　団体や企業等と連携し、食育の分かりやすい啓発と実践しやすい環境づくりのための「食育の見える化」
や食事マナーの習得、食文化の継承の取組の強化が求められている。また、ライフステージに応じた切れ目
のない食育の推進及び農林水産業への理解を促進する必要がある。

備考

朝食を毎日食べるようにしてい
る児童・生徒の割合（小5）
（％）

目標値 91.2 92.0

概ね達成 　実績値 93.0
成果指標

指標名（単位） 達成度 ２１年度 ２２年度 ２４年度 評価

95.5

達成率 102.0% 103.8%

［事業の成果等］

事業の成果

　県民参画の推進機関として「食育推進会議」を運営し、第2期大分県食育推進
計画の策定とともに、地域での食育活動を支援する「食育人材バンク」登録者を
講師として76回派遣した。6地域に設置した「地域食育推進連絡協議会」が地域
の食育活動や市町村食育推進計画の策定を支援するとともに地域における普及啓
発活動を県下全地域で実施した。

活動指標

指標名（単位）
事業の実績 最終目標

「食育人材バンク」登録者の派遣
回数（回/年）

85 76 85 ２７

での普及啓発の実施

おおいた食育ＷＡ－ＳＨＯＫＵ運動  　 全部委託 県

人件費
食育の普及啓発 家族みんなでいただきますの日の提唱及び街頭やイベント 直接実施 県 職員数（人）

地域食育推進連絡協議会 地域における食育活動及び市町村食育推進計画策定を支援 直接実施 県
食育専門部会と食育推進会議の運営 県民意見の聴取、施策反映のため食育推進会議等の開催（4回） 直接実施 県

食育人材バンクの運営 様々な分野活躍する食育の実践者・団体を登録し、県民の
求めに応じて派遣（34個人・16団体　76回派遣）

直接実施 県

［目的、現状・課題］

目的
県民

現状・課題
　県民が健全な食生活を実現するとともに、豊かな食文化の発展等を推進するため、食育のさらなる取組が
求められる。また、食事マナーの習得などを通して食の大切さや感謝の気持ちを醸成するため学校、家庭、
地域等が連携した食育の推進が必要。食の大切さや感謝の気持ちを醸成させる

総コスト
事業費

［事業の実施状況］ （単位：千円）
活動名 活動内容 執行形態 事業主体 コスト

事業名 大分の食育推進事業 事業期間 平成 １８ 年度～平成 年度
上位の施策名 食育を通じた人づくり・地域づくりの推進

担当課・局・室名 食品安全・衛生課



対象

意図

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４(予算)
7,213 5,590 4,381 4,738
3,213 2,590 1,381 1,738

うち一般財源 334 391 131 405
4,000 3,000 3,000 3,000
0.40 0.30 0.30 0.30

２２年度 ２３年度 目標値 目標年度

２３年度
最終達成

(２７年度)
95.0 95.0

95.2

100.2%

２１年度 ２３年度

76 46

千円/％ 千円/％

事業名 生きる力をはぐくむ食育推進事業 事業期間 平成 １７ 年度～平成 年度
上位の施策名 食育を通じた人づくり・地域づくりの推進

担当課・局・室名 教育庁　体育保健課

［目的、現状・課題］

目的
学校、家庭、地域（関係機関）

現状・課題
　社会環境の変化などに伴う食生活の乱れが子どもの健康にも多大な悪影響を及ぼし、健全な食生活の形成
が国民的課題となっている。学校、家庭、地域が連携して学校教育活動全体で食育を推進し、児童生徒に
「望ましい食習慣」や「食に関する自己管理能力」を身に付けさせることが求められている。連携して食育を推進している

総コスト
事業 　栄養教諭の役割、食に関する指導の在り方の検討 事業費

［事業の実施状況］ （単位：千円）
活動名 活動内容 執行形態 事業主体 コスト

　委託先：中津市、別府市、大分市、佐伯市､竹田市､九重町

食育指導者研修会等の開催 食育に関する講義、実践発表、演習等（年5回） 直接実施 県

栄養教諭を中核とした食育推進 栄養教諭を中核とした食育推進事業の実施（6地域） 一部委託 県

人件費
職員数（人）

［事業の成果等］

事業の成果

　栄養教諭を中核として、学校、家庭、地域が連携した食育の取組や学校給食に
おける地場産物を活用した取組を行ったことにより、児童生徒はもとより保護者
や教職員の「食」に対する関心が高まり、朝食を食べる子どもの数が目標値を超
えた。

活動指標

指標名（単位）
事業の実績 最終目標

栄養教諭を中核とした食育推進事
業実施地域数（地域）

6 6

成果指標

指標名（単位） 達成度 ２１年度 ２２年度 ２４年度 評価

95.5

達成率 103.0% 103.8%

備考

朝食を毎日食べるようにしてい
る児童の割合（小学校5年生）

目標値 92.0 92.0 95.0

達成 　実績値 94.8

［県が実施する必要性］
検証の視点 検証結果 活動根拠 説明

国・市町村・民間団体と
の役割分担を踏まえ、県
による実施が必要か

県による
実施が必要

食育基本法及び学校給食法
　１７年度に制定された食育基本法の趣旨を踏まえ、県では１８年度に食育推進計画を策定し、学校教育全
体を通じた食に関する指導の充実、家庭と連携した食に関する指導の推進を図ることとしており、学校・家
庭・地域が連携した組織的な食育の取組を県内全域で推進していくためには、県による実施が必要である。

事業の簡素化、実施方法
の見直し（業務の民間委
託など）を図っているか

一部図っている
（拡大可能）

・栄養教諭を中核とした食育推進事業の実施に当たり、県から実施地域に対して、行
　政担当、食材生産者、保護者代表等の関係者からなる組織の整備や独自の運営内容
　による事業の実施を指導

総コスト

／

成果指標の実績値

［実施方法の効率性］
検証の視点 検証結果 ２３年度までの主な効率化の取組状況 効率性指標 左の計算式

［総合評価］
方向性 現状維持 方向性の判断理由 引き続き県内全域で学校・家庭・地域が連携した食育の取組を推進していくため

改善計画等

・２４年度も文部科学省の「栄養教諭を中核とした食育推進事業」等を活用し、引き続き学校、家庭、地域における食育を推進

・２５年度は、栄養教諭の活動実績に基づき、事業の実施地域数を増やすなどの見直しを検討


